
認知症などにより、判断力や記憶力が低下し、道に迷ったり、自分の家が

わからなくなってしまう場合があります。

万が一、行方不明になった時に備え、名前・住所・連絡先・写真等を事前に登録し、

実際に行方がわからなくなった時に登録した情報を活用し、早期に発見・保護する

ための事業です。

【事前登録対象者】

道に迷ったり、家に帰ることができなくなる可能性のある高齢者などで

登録を希望する方、名前が言えない可能性がある方 など

【事前登録方法】

①地域包括支援センター、ケアマネジャーまたは

市役所 高齢介護支援課に相談する。

②申請書を市役所 高齢介護支援課に提出する。

※申請は原則、本人またはその家族が行ってください。

独居等で近隣に家族等がいない場合は、本人や家族の同意が得られれば、状況がわかる

地域包括支援センター職員、ケアマネジャー、施設等のサービス提供者等が代わりに届け出をします。

顔写真と全身の写真一枚ずつご用意ください。

※事前登録情報は、高齢介護支援課、富士宮警察署で共有します。

※事前登録をされた方にお守りシールを配布します！！
詳しくは、高齢介護支援課までお問い合わせください。

【問い合わせ】 富士宮市役所 高齢介護支援課

☎：0544-22-1591

家族等
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情報共有

洋服や靴、杖などに貼ることができます

“もしも”の時に備えよう♪

～安心して外出するための備え～
持ち物などに名前を書いておきましょう。行方不明になった場合は、

速やかに富士宮警察署（☎ 0544-２３-０１１０）に連絡しましょう。


